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議 会 運 営 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成１７年１２月５日（月）午前１０時　３分　開会

　　　　　　　　　　　　　午前１０時５４分　閉会

１．場所

第一委員会室

１．出席委員

委 員 長� 柴田繁勝 � 副委員長� 藤浦雅彦 � 委　　員� 森西　正

委　　員� 安藤　薫 � 委　　員� 上村高義 � 委　　員� 嶋野浩一朗

議　　長� 三好義治 � 副 議 長� 本保加津枝

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

助　役　小野吉孝� 総務部長　奥村良夫

１．出席した議会事務局職員

事務局長　岸本文夫� 同局次長　野杁雄三� 同局次長代理　上　清隆

同局主幹　日垣智之� 同局書記　湯原正治

１．案件

　　・認定第１号　平成１６年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分

・平成１７年第４回定例会審議日程及び議事日程について

－ 1 －



（午前１０時３分　開会）

○柴田委員長　ただいまから議会運営委

員会を開会します。

　まず、理事者からあいさつを受けるこ

とにします。

　助役。

○小野助役　おはようございます。

　今年も、残すところ、あとわずかとな

りました。皆さま方には、本日また大変

寒い中、また公私ともにご多忙の中を議

会運営委員会を開催賜りましてありがと

うございます。

　来る１２月８日から開催予定の平成１

７年第４回定例会におきまして、予算案

件５件、人事案件１件、条例案件２７件

の、合計３３件を予定いたしております。

　案件の概要につきましては、総務部長

からご説明申し上げます。それぞれ、よ

ろしくお取り計らいを賜りますようお願

い申し上げます。

○柴田委員長　あいさつが終わりました。

　本日の委員会記録署名委員は、安藤委

員を指名いたします。

　それでは、第４回定例会提出議案につ

いて、概略説明をお願いいたします。

　総務部長。

○奥村総務部長　それでは、第４回定例

会の案件の概要について、ご説明申し上

げます。

　まず、議案第７６号から議案第８０号

までは、各会計の補正予算でございます。

　議案第７６号、平成１７年度摂津市一

般会計補正予算第４号は、補正前３０３

億８５６万４，０００円に補正額７億２

２万８，０００円を増額し、補正後額３

１０億８７９万２，０００円とするもの

であります。

　歳入の主なものとして、国民健康保険

基盤安定負担金の決定に伴う国庫負担金

の増額、府負担金の減額補正、決算見込

みに伴う生活保護費扶助費の増額に伴う

国庫負担金の増額補正、市債の繰上償還

のための原資として、減債基金からの繰

入金の補正等でございます。

　一方、歳出では国保会計への繰出金の

減額、生活保護費の扶助費の増額、繰上

償還金のための元金、利子償還金の補正

のほか、決算見込みにより、補正措置を

行っております。

　次に、債務負担行為の追加及び変更も

行っております。

　小学校統廃合に伴う学校施設整備のた

めの設計委託料として、平成１７年度、

平成１８年度の２か年で限度額２，６２

４万６，０００円の設定を行います。

　また、議案第８２号から議案第９９号

までの公共施設の指定管理者指定の議案

に伴い、平成１８年度から平成２２年度

までの５年間で７８億３，２１２万６，

０００円を限度額として債務負担行為の

追加をいたします。

　また、番田水路下流部整備事業の債務

負担行為の補正もあわせて行います。

　次に、議案第７７号、平成１７年度摂

津市水道事業会計補正予算第２号ですが、

４月１日以降の人事異動等に伴う人件費

の精査を行ったもので、収益的支出では

既決額２４億１，２５０万４，０００円

から２，３７４万８，０００円を減額し、

補正後額を２３億８，８７５万６，００

０円とするものであります。

　また、資本的支出では、１０億４，６

０７万６，０００円から、２７万５，０

００円を減額し、補正後額１０億４，５

８０万１，０００円といたします。

　議案第７８号、平成１７年度摂津市国

民健康保険特別会計補正予算第３号は、

療養給付費国庫負担金、療養給付費交付

金の増額補正にあわせ、決算見込みによ

る療養費の補正等を行ったものでありま
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す。

　その結果、補正前８７億４，８４６万

８，０００円に補正額８５０万５，００

０円を減額し、補正後額８７億３，９９

６万３，０００円とするものであります。

　次に、議案第７９号、平成１７年度摂

津市公共下水道事業特別会計補正予算第

３号ですが、人件費の精査と国庫補助金

の増額と公共下水道事業債の減額等を行

うものであり、補正前６６億２，２１３

万円、補正額７２４万３，０００円を減

額し、補正後額、６６億１，４８８万７，

０００円となっております。

　議案第８０号、平成１７年度摂津市介

護保険特別会計補正予算第３号は、決算

見込みによる歳出項目の精査とともに、

人件費、事務費の増額補正を行うもので

あり、その結果、補正前３１億１，１８

６万円、補正額５０４万円の増額、補正

後額３１億１，６９０万円となっており

ます。

　続きまして、議案第８１号の固定資産

評価審査委員会委員の選任についてでご

ざいますが、委員の死亡により、９月１

５日から欠員となっておりました委員補

充を行うもので、摂津市一津屋１丁目５

番９号の岡本忠義氏を選任するものであ

ります。

　続きまして、議案第８２号から議案第

９９号までの１８件は、指定管理者指定

の議案でございます。

　平成１７年第１回定例会で１４件、第

３回定例会で４件、合計１８件の指定管

理者制度導入のための条例改正を行った

ところであります。

　今議会では、現行の受託者を指定管理

者として平成１８年度から平成２２年度

までの５年間指定し、議会のご同意を得

るために上程するものでございます。

　お手元に議案第８２号、摂津市青少年

運動広場から議案第９９号、摂津市立葬

儀会館までの各施設の指定管理者指定の

件一覧として配付させていただいており

ます。

　左端は議案番号で、その横、各施設の

名称と内訳、右端は指定管理者として指

定いたします団体名でございます。

　続きまして、議案第１００号、摂津市

一般職の任期付職員の採用に関する条例

制定の件は、地方公務員制度調査研究会

の提言により、地方公共団体の一般職の

任期付職員の採用に関する法律が改正さ

れました。

　これは、正規職員と非常勤職員という、

基本的に２類型しかない任用、勤務形態

から、さらに多様な任用、勤務形態の導

入を図ろうとするものであり、任期付職

員及び任期付短時間勤務職員を採用する

ため制定するものであります。法律の改

正により、現行の専門的知識、経験等を

有する者の任期付採用に加え、公務の能

率的運営を確保するために必要である場

合には、条例で定めるところにより、職

員の任期を定めて採用することができる

ようになりました。

　任期付職員を採用できる業務として、

一定の期間内に終了することが見込まれ

る業務、一定の期間内に限り業務量の増

加が見込まれる業務が上げられておりま

す。

　また、任期付短時間勤務職員を採用で

きる場合として、時間延長、繁忙期の増

員に必要な場合、修学部分休業職員の業

務を処理する場合、介護休暇職員の業務

を処理する場合、育児の部分休業職員の

業務を処理する場合とされております。

　この条例は、一部は平成１８年４月１

日施行としておりますが、平成１８年１

月１日からの施行としております。

　次に、議案第１０１号、摂津市職員の
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修学部分休業に関する条例制定の件でご

ざいます。

　地方公務員法の改正により、職員が申

請した場合において、公務の運営に支障

がなく、かつ、当該職員の公務に関する

能力向上に資すると認めるときは、条例

の定めるところにより、当該職員が大学

等における修学のため、２年を超えない

範囲において１週間の勤務時間の一部に

ついて勤務しないことを承認することが

できることとされました。

　つきましては、修学部分休業に関する

事項を定めるため制定するものであり、

１週間に１９時間以内、取得単位は３０

分単位とするものであります。

　なお、この条例は、平成１８年４月１

日からの施行とします。

　議案第１０２号、摂津市職員の高齢者

部分休業に関する条例制定の件ですが、

これも地方公務員法の改正により、高齢

者部分休業を導入するために制定するも

のでございます。

　職員が申請した場合において、公務の

運営に支障がないと認めるときは、条例

で定めるところにより、当該職員の定年

退職日から最長５年をさかのぼった日か

ら、その定年退職日までの期間中、１週

間の勤務時間の一部について勤務しない

ことを承認することができることとする

ものであります。

　なお、部分休業１週間に１９時間以内、

取得単位は３０分単位とするものであり

ます。

　この条例は、平成１８年４月１日から

の施行といたします。

　次に、議案第１０３号の職員の勤務時

間等に関する条例の一部を改正する条例

制定の件でございます。

　現行では、職員の勤務時間等に関する

条例と職員の休暇等に関する条例の２本

立てとなっておりますが、今般の改正に

より導入されます任期付短時間勤務職員

の規定を盛り込むことを契機として、国

の条例例である準則にあわせ、摂津市職

員の勤務時間、休暇等に関する条例とし

て１つの条例に統合するものであります。

　なお、附則で一本化に伴う措置として、

職員の休暇等に関する条例の廃止、職員

団体のための職員の行為の制限の特例に

関する条例の一部改正、摂津市職員の育

児休業等に関する条例の一部改正、一般

職の職員の給与に関する条例の一部改正、

一般職の職員の特殊勤務手当に関する条

例の一部改正、摂津市水道企業職員の給

与の種類及び基準に関する条例の一部改

正も行っております。

　この条例は、平成１８年１月１日から

の施行としております。

　議案第１０４号、摂津市税条例の一部

を改正する条例制定の件についてですが、

これは地方税法の改正によるものでござ

います。

　主なものは、６５歳以上の者、前年の

合計取得金額が１２５万円を超える場合

を除く、に係る市民税非課税措置を段階

的に廃止することとしたものであります。

　平成１８年度分の個人市民税均等割を

１，０００円とし、平成１９年度の個人

市民税均等割を２，０００円とし、以後、

３，０００円とするものであります。

　また、特定管理株式が価値を失ったこ

とによる損失が生じた場合、特定管理株

式の発行会社が解散し、清算結了したと

き、あるいは破産手続開始の決定を受け

たときなど、一定の事実が発生したとき

は、株式の無価値化による見なし譲渡損

の特例を規定いたしております。

　この改正条例は、平成１８年１月１日

からの施行としております。

　議案第１０５号は、摂津市立学校条例
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の一部を改正する条例制定の件でござい

ますが、これは小学校統廃合によるもの

でございます。

　三宅小学校と柳田小学校を統合し、名

称を摂津市立三宅柳田小学校とし、校舎

は柳田小学校を利用いたします。これは、

平成１９年４月１日からの施行で、味舌

小学校と味舌東小学校との統合は、統合

後の学校の名称を味舌小学校とし、校舎

は味舌東小学校を利用する予定でござい

ます。この部分は、平成２０年４月１日

からの施行といたします。

　議案第１０６号の摂津市立鳥飼図書セ

ンター条例の一部を改正する条例制定の

件は、公の施設の管理についての指定管

理者制度導入の地方自治法改正に伴い、

鳥飼図書センターの管理を市が行うため

に改正するものであり、管理の委託に関

する規定を削除したものであります。

　この条例は、平成１８年４月１日から

の施行としております。

　議案第１０７号の摂津市立学童保育室

条例の一部を改正する条例制定の件は、

現行の入室資格の要件を変更するもので

あり、小学校の１年から３年を改め、小

学校、またはこれに準ずると委員会が認

める学校の１年から３年に改めるもので

あります。

　この条例は、平成１８年４月１日から

施行いたします。

　最後に、議案第１０８号、摂津市下水

道条例の一部を改正する条例制定の件は、

下水道法の一部改正に伴うものでござい

ます。公共下水道へ下水を排除する場合

の水質基準を整備したものであります。

　施行期日は、公布の日から施行として

おります。

　以上、平成１７年第４回定例会の議案

の概略説明をさせていただきました。

　なお、今年度の人事院勧告の取り扱い

につきましては、現在、組合とは協定書

の締結までに至っておらず、最後の詰め

の段階となっております。

　妥結をいたしましたら、給与条例など

の条例案件と一般会計をはじめ、各特別

会計の補正予算案件を追加提案させてい

ただくことを考えております。どうか、

その折にはよろしくお取り計らいをお願

いいたしまして、説明とさせていただき

ます。

○柴田委員長　今、総務部長の方から、

第４回定例会の提出議案についての概略

説明をいただきましたけど、皆さんの中

で質問があれば受けたいと思います。

　安藤委員。

○安藤委員　議案第１０５号の小学校統

廃合条例が提出されておりますが、具体

的な中身等については本会議や委員会の

方で聞こうかと思うんですけども、ただ、

この小学校統廃合条例については、この

間、有効利用検討会議を経て、適正配置

審議会、答申、それから２度にわたる地

元説明、ＰＴＡの説明が行われていく中

で反対の声も大きく広がっているもので

あります。そうした経過の中で、地元の

ＰＴＡ、それから自治会の何度か行われ

てきた説明会の中で地元の納得、合意が

なければ統廃合はとてもできませんよと

いうようなお話もありました。

　それから、昨年の１２月議会には市長

から、見切り発車はしないというような

お話もありましたが、９月に市の教育委

員会がこの統廃合計画を決定した後にも

各地域で説明会などが行われていると思

います。

　こうした今までの市の教育委員会が、

市長が住民や議会に約束してきたことと

今回の条例提案の整理がついているのか

どうかというのをちょっと参考にお聞か

せをいただけないでしょうか。
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○柴田委員長　それは、助役の方から答

えていただくんですか。

　助役。

○小野助役　地元説明につきましては、

６回にわたりまして、市長、私も出席を

いたしまして、さまざまな意見を聞いて

まいったところであります。

　市としては、今回の統廃合の趣旨、並

びに経過については、教育委員会からも、

また市長からも十分なる説明をさせてい

ただいたというふうに考えております。

　たしかに、一部いろんな意見がござい

ました。それは、今後のあるべき学校の

市としての主体性と、これからの学校教

育におけるソフト面、また通学路問題等々

について、十分今後話をさせていただく

ということでございます。市としては、

過去６回の話し合いにおいて一定の説明

をさせていただいて、一定のご理解を得

たものというふうに考えております。

○柴田委員長　安藤委員、これはまた文

教常任委員会で十分中身の内容は審査し

ていただくので、きょうここに提出され

たその辺の理由を聞かれてるんだと思う

んですが、そこらはよく考慮して再質問

してください。

　安藤委員。

○安藤委員　委員長からもご指摘いただ

いたように、具体的な中身については文

教常任委員会の方で詳しくしていただけ

ればいいと思うんですけども、提出され

てきた、これまでの経過と、それから今

回提出するタイミング、きちんと合意を

得られているのかどうか、そういった約

束のもとで、この間いろいろな説明会が

行われてきておられるわけですから、提

案をされてきた背景について、ちょっと

お聞きしたかったわけです。

　今、ご説明がありましたけども、やは

り地域の中でも、説明会の中でも、やは

り説明がなかなか、住民の方々とかみ合

わない、議論がかみ合わない、それは、

やはり反対の声が大きいということでは

ないかなというふうに思うわけですが、

市としては今回の提案については説明は

してきたと。納得してない人もいるけれ

ども、説明はしてきたということで、そ

れは合意を得たというふうに判断をされ

たというようなことでの提案だというふ

うに考えておられるという認識をしてお

けばよろしいんでしょうか。

○柴田委員長　三好議長。

○三好議長　十分質問者もわかっていた

だいての、今、質問をしていただいてい

ると思うんですが、議会での審議につい

ては、この時期に、この中身で提案して

もよろしいですかというのが、きょうの

意見だというように理解しています。

　合意を取る、合意を取らないというこ

とについては、これは議会の中でこの中

身について採決をしていく手順になって

きますので、住民の合意を取ったから、

合意を取ってないからという部分での上

程判断ではないというように思います。

　委員長、それで整理してください。

○柴田委員長　先ほど、助役の方から、

今回提案した理由、理事者として説明を

受けたわけです。

　それは今、安藤委員からおっしゃるよ

うに、そのことが、合意事項がなければ、

どうのこうのということではないという

ふうに私は思ってます。

　だから、一応、きょうここに提案され

たという事実のもとに、今後やっぱり文

教常任委員会の中で審査していただく、

そういうふうに扱っていきたいというふ

うに思います。

　ほかにございませんか。

　安藤委員。

○安藤委員　もちろん、中身について合
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意されたかどうかというのは、ここで議

論することではないと思いますし、ただ

提案者として説明会で合意を得たという

判断のもとで出してこられたのかどうか、

その判断の状況、判断はどんな認識のも

とで提案されてきたのかということをちょっ

とお聞きしたかったわけですので、今、

お話がありましたので結構です。

○柴田委員長　ほかに質問はありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○柴田委員長　ないようでしたら、理事

者の皆さんは、これで一応退席していた

だいて結構でございます。

　それでは、認定第１号、平成１６年度

摂津市一般会計歳入歳出決算認定の所管

分について、審査を行います。

　補足説明を求めます。上代理。

○上事務局次長代理　それでは、平成１

６年度摂津市一般会計歳入歳出決算のう

ち、議会費に係る部分につきまして、決

算書に基づきまして補足説明をさせてい

ただきます。

　歳入につきましては、６７ページの款

１９、諸収入、項４、雑入、目１、雑入

で、備考欄に議会事務局分として各会派

の電子複写機使用料と、私用電話使用料

でございます。

　歳出につきましては、７６ページから

７９ページの議会費におきましては、予

算現額３億１，１３１万１，０００円に

対しまして、支出済額は３億９２６万５，

１１７円で、執行率は９９．３４％となっ

ております。

　そのうち主なものといたしましては、

議員報酬、期末手当、共済関係の負担金、

それ以外に議会運営に伴いまして、会議

録や委員会記録、議会だよりの作成に伴

う経費、議長会関係の経費、また全国市

議会議長会等の負担金及び会派へ交付い

たしております政務調査費、あとは議長

公務にかかわります経費や議会事務に関

する経費を執行いたしたものでございま

す。

　以上、簡単ではございますが、決算内

容の説明とさせていただきます。

○柴田委員長　説明が終わり、それでは

質疑に入ります。質疑のある方は、どう

ぞ。

　はい、安藤委員。

○安藤委員　１点、お聞きします。議会

だより発行事業、決算概要を見てるんで

すが、２８ページの議会だより発行事業

で予算現額５９万３，０００円、執行率

９９．９％とあるわけですが、この間、

平成１４年度から１５年、１６年度と議

会だよりの予算、決算額が縮小してきて

います。その前から比べると、さらにど

んどん少なくなってきてるわけですが、

議会だより編集委員会の中でも中身をよ

り読んでいただけるような中身というよ

うなことで議論も出てるわけです。

　こうした中で摂津の議会だより、この

間、いろいろな経過、議論の経過、到達

を踏まえて今の形があると思うんですけ

ども、現状で議会だよりをつくる編集作

業であったり、まとめるという作業をす

る時間ですとか、それから事務局の方の

作業時間、そういったものがどういうふ

うになっているのか。

　それから、経費がどんどん下げられて

きていることと紙面との関係をどのよう

に影響があるのかどうか、ちょっとお聞

かせいただきたいと思います。

○柴田委員長　野杁次長。

○野杁事務局次長　それでは、ただいま

のご質問、議会だよりの発行事業につい

てでございます。

　まず、発行の経費につきましては、１

回３万１，０００部印刷しておりまして、
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２ページでございます。

　定例会の翌月１５日発行ということで、

年４回の発行となってございます。

　１回当たりの経費につきましては、１

４万８，０００円余りということでござ

いまして、これにつきましては議会だよ

り編集委員会におきまして、各編集内容

を協議いただいた内容に基づきましての

発行となってございます。

　それから、編集に要する日数、時間等

でございます。これにつきましては、先

ほども申し上げましたとおり、定例会の

翌月発行ということでございまして、定

例会中に定例会事務とあわせて実施して

おります。

　したがって、何日かかっておるかとい

うのは、なかなか算定は難しいものがご

ざいます。

　並行してやっておりますけれども、定

例会の一般質問の通告があった時点で一

般質問項目の整理を始めまして、例えば

３月の場合でございましたら、議会だよ

り編集委員会が４月の上旬でございます

ので、その２０日間の中で事務をしてお

るということでございます。

　そのあと、編集委員会の後は校正をい

たしまして、正確な議会だよりの作成に

努めておるということでございますので、

よろしくお願いいたします。

○柴田委員長　安藤委員。

○安藤委員　今、ご説明をいただきまし

たが、この間、議会だよりの中身につい

て、これまでの議論の到達を踏まえなが

ら、よりわかりやすい中身にしてほしい

とか、要望も議会だより編集委員会の中

でも出されてきている中の議論で、事務

の効率化といいますか、スピード化、よ

り早くお知らせをしなければいけないと

いうようなことが大きな目的の１つにも

あったかと思います。

　そうした中で、議会が審議を進められ

る中で同時に議会だよりの編集の作業も

やられると。限られた事務局の職員の中

でやられているという状況のもとでの物

理的な制約というものもあるのかなとい

うふうに思うわけです。そういう点でい

きますと、議会だよりの役割と、その時

間的、物理的な制約によってのバランス

をとった今の議会だよりは、言葉が悪い

ですけど妥協の産物ということも言える

のではないかなというふうに思うんです

が、やはり議会での議論をより皆さんに

わかりやすく知っていただく、いろいろ

な形態があるかと思いますけれども、や

はり紙での媒体、これでしか情報を得ら

れない方にとっては、やはりその中身を

充実させていく必要があると思うんです。

そういう点においては、議会だより、編

集についての人の充実であるとか、もし

くは予算的にも、財政的な問題があると

思いますけども、議会だよりの問題をも

う少し財政面からも考えていく必要があ

るのではないかなというふうに思うんで

すが、これは要望ですけれども、次の予

算について、そういった議論をこれはど

こでやるべきなのか、議会だより編集委

員会の中でされるのか。予算を決めると

きですから、この議運ではないかなと思

うんですけども、その点についてちょっ

とお聞かせいただけたらなと思います。

○柴田委員長　要望ですか、安藤委員。

○安藤委員　こういう要望を持ってます

が、事務局の方では、どうお考えなのか。

○柴田委員長　野杁次長。

○野杁事務局次長　現在の議会だよりに

つきましては、スピーディな発行という

ことを中心に定め、あり方が決定されて

おります。

　従来ですと、議会のやりとりを会議録

等を作成できた段階で記事を書くという
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ことで、定例会の翌々月の発行となって

いたところでございます。これでは、か

なり情報としては古い情報の提供になっ

てしまうということで、よりスピーディ

な発行ということで、翌月発行というこ

とで、その細部につきましては会議録を

公共施設に配置する、あるいは、議会の

ホームページで会議録を公開していくと

いうことで、充実することと、それから、

議会だよりについては、その見出し的存

在ということで項目をいち早くお知らせ

するという形で整理がされたものでござ

います。

　そういうことで、整理の上での予算計

上となっておりまして、今回の執行につ

きましてもそういう形の４回の発行とい

うことになっております。

○柴田委員長　安藤委員、よろしいです

ね。

　嶋野委員。

○嶋野委員　細かい点についての質問に

なるんですけれども、決算書の７８ペー

ジ、７９ページですが、１９の負担金、

補助及び交付金についてなんですけれど

も、そこで全国市議会議長会負担金等４

つばかり負担金が執行されておるわけな

んですけれども、この金額につきまして

は恐らく人口規模等で計算されてくるん

だろうと思うんですが、その点について

１点、ご確認をさせていただきたいとい

うことで、特に全国市議会議長会、近畿

市議会議長会という負担金が今回計上さ

れておりまして、これは果たして摂津市

議会として、この負担金が有効に利用さ

れているのかということが非常に気にな

りますので、全国市議会議長会、それか

ら近畿市議会議長会の役割、その点につ

いてお聞かせいただきたいということと、

この２つの議長会を通じて、摂津市議会

として１６年度どういった働きかけをし

てきたのかということをお聞かせいただ

きたいと思います。

○柴田委員長　今の２点について、野杁

次長。

○野杁事務局次長　まず、各議長会の負

担金の積算でございます。全国市議会議

長会の負担金につきましては、均等割と

いたしまして３７万８，０００円、人口

割が１８万５，０００円ということでご

ざいます。

　これにつきましては、議長会の会則、

施行規則で定められておりまして、人口

割は３万５，０００人未満の人口の市が

５万２，０００円、３万５，０００人か

ら５万人が１２万３，０００円、５万人

以上１０万人の市が１８万５，０００円

ということでございます。

　それから、近畿市議会議長会でござい

ます。これにつきましても、会則で各市

の負担金を定めておられまして、本市の

負担金６万９，１００円につきましては、

均等割額が５万２，３００円、人口割が

１万６，８００円ということでございま

す。これにプラスいたしまして、総会時

の出席者負担金６，０００円が加算され

ておるということで、合計７万５，１０

０円の執行となっておるものでございま

す。

　それから、ご質問のございました議長

会の役割ということでございます。ご承

知のように、全国市議会議長会につきま

しては、地方６団体の一角を成す重要な

団体でございまして、各市の議会がすべ

て加入しておる団体でございます。

　最近でございましたら、三位一体の改

革等で共同して政府への要望活動等を務

められておりまして、議会等に情報提供

をされる。あるいは、各議会に活動要請

がされるという形で充実した活動がされ

ておるものと考えております。
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　近畿議長会につきましては、それの下

部団体ということで、北摂、大阪府、近

畿という形で各ブロックの要望等を全国

議長会に上げていくような組織でござい

まして、各ブロック共通の議題につきま

して論議し、全国議長会に要望書等を上

げ、それを全国の議長会の取りまとめが

ありますれば国の方に上げていくという

ような形で体系的に組織がつくられてい

るものでございます。

○柴田委員長　嶋野委員。

○嶋野委員　この金額の根拠なりをご説

明いただきまして、あらかた理解できた

わけなんですけれども、全国市議会議長

会につきまして、政府へ要望したりとい

うこともあり、また市議会議長会からこ

の摂津市議会の方にいろいろな情報提供

があるんだという話でありましたけれど

も、１６年度ということについて全国市

議会議長会の求めに応じて恐らく事務局

は東京の方にあるんだろうと思うんです

が、東京の方に議長さんが足を運ばれた

回数は一体、何回ほどあるのかというこ

とだけお聞かせいただきたいと思います。

○柴田委員長　野杁次長。

○野杁事務局次長　事務局が東京にござ

いますけれども、議長が直接東京に出張

されたのは、日帰りで１回でございます。

これは、全国議長会の総会でございます。

　これも各市、役を担当しておりまして、

これに常任委員会なり、そういう役がご

ざいましたら、その必要に応じて会議に

出席しますけれども、この年度につきま

しては特に私どもの市は役に当たってお

りませんので総会のみの出席ということ

でございます。

　必要に応じて議長会から郵送で資料等

が提供されるという形でございます。

○柴田委員長　ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○柴田委員長　質疑がないようですので、

以上で質疑を終わります。

　討論に入ります。討論ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○柴田委員長　討論なしと認め、採決を

します。

　認定第１号所管分について、認定する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○柴田委員長　全員賛成。よって、本件

は認定すべきものと決しました。

　ここで、暫時休憩をいたします。

（午前１０時４３分　休憩）

（午前１０時４７分　再開）

○柴田委員長　再開いたします。

　第４回定例会審議日程及び議事日程に

ついて、事務局から説明をお願いします。

　上代理。

○上事務局次長代理　それでは、第４回

定例会の審議日程につきまして、ご説明

いたします。

　会期は、１２月８日から１２月２２日

までの１５日間でございます。

　審議日程につきましては、本会議初日

の１２月８日は、閉会中の継続審査となっ

ていた案件の委員長報告、採決、それか

ら付託案件についての提案理由の説明、

質疑、委員会付託、即決でございます。

　また、その日の１７時１５分が議会議

案の届け出締め切りでございます。

　９日が、建設常任委員会と民生常任委

員会、１２日が総務常任委員会と文教常

任委員会で、その日の正午が一般質問の

届け出締め切りでございます。

　次に、１９日が議会運営委員会。

　２１日は本会議で一般質問。

　翌２２日の本会議は、一般質問の後、

付託議案の委員長報告、採決。そして議

会議案の審議となっております。

　また、この日の本会議終了後、議会運
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営委員会を開会いただきまして、次の定

例会の審議日程を仮決定いただくという

ことでございます。

　以上が、審議日程案でございます。

　続きまして、２ページからの議事日程

について説明をいたします。

　まず、１２月８日につきましては、日

程１が会期決定の件、次に日程２が議案

第８１号、固定資産評価審査委員会委員

の選任同意で、即決でございまして、先

ほどの議会運営委員協議会での態度表明

によりまして、備考欄には簡易採決と記

載いたします。

　日程３が認定第１号から認定第８号ま

でで、委員長報告を受けた後、討論、採

決でございます。

　この８件を採決グループごとにまとめ

るように順序を並べ替えまして、備考欄

に一括起立採決、あるいは一括簡易採決

という記載をいたします。

　先ほどの協議会での態度表明に基づき

整理いたしますと、認定第１号、認定第

３号、認定第４号、認定第６号は、一括

起立採決。

　認定第２号、認定第５号、認定第７号、

認定第８号は、一括簡易採決となります。

　日程４の議案第７６号から第１０８号

までの３２件は、提案理由の説明を受け

た後、所管の委員会に付託となります。

　次に、１２月２１日につきましては、

一般質問でございます。

　１２月２２日につきましては、日程１、

一般質問の後、日程２、議案第７６号な

ど３２件は、委員長報告、採決となりま

す。

　以上が議事日程でございます。

　次に、議案付託票表につきましては、

ご覧のとおり、各委員会ごとに審査いた

だく案件でございます。

　また、次のページの議案第７６号、所

管別の分割表につきましては、一般会計

補正予算に関する委員会ごとにご審査を

お願いする内容でございます。

○柴田委員長　今、事務局から説明があ

りましたとおりでよろしいでしょうか。

　上村委員。

○上村委員　議案第８２号から指定管理

者に関する提案の中で、この説明はどう

いう形でされるのか。これ、同じですよ

ね。すべてが同じ内容に基づく、第９９

号までが、全議案読み上げるという、そ

ういう格好になるんですか。

○柴田委員長　野杁次長。

○野杁事務局次長　ただいまご質問の指

定管理者指定の件についての議場での提

案理由の説明の件ということでございま

す。これにつきましては、各所管の部長

から説明をするということでございまし

て、一番最初の案件については説明をし

て、あとは同様の形で、簡略化した形で

ございますけれども、１件ずつ各部長が

説明をするということでございます。

○柴田委員長　上村委員。

○上村委員　簡略して、委員会で審議す

るので、内容についてはできるだけ簡略

した形で説明するようにお願いしたいと

思います。

○柴田委員長　ほかに何か異議ありませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○柴田委員長　それでは、異議がないよ

うですから、そのように決定します。

　事務局より、報告事項がありますので、

ここで受けたいと思います。

　上代理。

○上事務局次長代理　報告いたします。

報告事項につきましては、議場の理事者

席の一部変更についてでございます。

　人事異動に伴い、議場の理事者席につ

きまして、一部変更いたしておりますの
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で、よろしくお願いいたしたいと思いま

す。

○柴田委員長　これをもって、本委員会

を閉会します。

（午前１０時５４分　閉会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

議会運営委員長� 柴 田 繁 勝

議会運営委員 � 安 藤 　 薫
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